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令和7年 改正事項等

2



3

基礎控除等の引き上げと上乗せ措置の創設（拡充および新設）
＜趣旨＞

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実
質的な税負担が 増えるという課題があります。わが国経済は長きにわたり、デフ
レの状態が続 いてきたため、この間こうした問題が顕在化することはありません
でしたが、足元では物価が上昇傾向にあります。一般に指標とされる消費者物価
指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成7年から令和5年にかけ
て10％程度上昇し、令和6年も10月までに3％程度上昇しており、 今後も一定の上

昇が見込まれています。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物
価は平成7年から令和5年にかけて20％程度上昇しています。こうした物価動向を
踏まえ、所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に10万円、20％程度

引き上げることとされました。そのうえで、低所得者層の税負担に対して配慮す
る観点や、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層を
含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することとさ
れました。

出典：改正税法のすべ
て

＜施行期日＞
この改正は、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適
用されます。
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基礎控除等の引き上げと上乗せ措置の創設（拡充および新設）

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ
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基礎控除等の引き上げと上乗せ措置の創設（新設）
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

（注）１改正後の所得税法第86条((基礎控除))の規定による基礎控除額58万円に、改正後の
租税特別措置法第41条の16の２((令和７年分以後の各年分の基礎控除等の特例))の
規定による加算額を加算した額となります。

２58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、５万円を加算した金額となります。
なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

３特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
４合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ
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給与所得控除（拡充）

＜改正内容＞
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

＜趣旨＞

給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、
物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加するものです。しかしなが
ら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しな
い構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点
から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げることとされました。

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ一部加筆

＜施行期日＞
この改正は、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適
用されます。
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特定親族特別控除（新規）
＜趣旨＞

現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整につ
いて、税制が一因となっているとの指摘があります。このため、19歳から22歳ま
での大学生年代の子等の合計所得金額が85万円（給与収入150万円に相当）までは、
親等が特定扶養控除と同額（63万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年代
の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段
階的に逓減する仕組み（特定親族特別控除）を創設することとされました。

＜施行期日＞
この改正は、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適
用されます。
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特定親族特別控除（新規）

（注）収入が給与
だけの場合には、
その年中の収入金
額が123万円超188
万円以下であれば、
合計所得金額が58
万円超123万円以
下となります。

＜適用要件＞
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定

親族１人につき、その特定親族の合計所得金額に応じた以下の金額（特定親族特別
控除額）を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族（配偶者、青
色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で合
計所得金額が58万円超123万円以下（注）の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の
規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ
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特定親族特別控除（新規）

【参考：居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除】

親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶
養控除の対象となります（年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除
額は63万円です。）。

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ一部修正
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扶養親族と同一生計配偶者の所得要件（拡充）
＜改正内容＞
扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、48万円から58万円へ引き上げられました。
（所法2①三十三、三十四）

＜施行期日＞
この改正は、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用
されます。

＜扶養親族の意義＞

所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける
人及び白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が58万円以下（改正前：48
万円以下）の人をいいます。

＜同一生計配偶者の意義＞

所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び
白色事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が58万円以下（改正前：48万円以
下）の人をいいます。
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勤労学生控除の所得要件（拡充）
＜改正内容＞
勤労学生の所得要件が、75万円から85万円へ引き上げられました。
（所法2①三十二）

＜施行時期＞
この改正は、令和７年12月1日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用さ
れます。

＜勤労学生の定義＞
所得者本人が、次の①ないし④のいずれにも該当する人をいいます。
①大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生
徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。
②給与所得等があること。
③合計所得金額が85万円以下（改正前：75万円以下）であること。
④合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。
（注）「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職
所得又は雑所得をいいます。
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ひとり親の生計を一にする子の所得要件（拡充）
＜改正内容＞
ひとり親の生計を一にする子の所得要件が、48万円から58万円へ引き上げられまし
た。
（所法2①三十一、所令11の2②）

＜施行時期＞
この改正は、令和７年12月1日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用さ
れます。

＜ひとり親の定義＞

所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の
①ないし③のいずれにも該当する人をいいます。

①その人と生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている
人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が58万
円以下（改正前：48万円以下）の子に限ります。）を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。



人的控除の所得要件の引き上げ（下線部分が改正）

所得要件（カッコ内は年間給与収入）
区 分

改正後改正前

５８万円以下
（１２３万円以下）

４８万円以下
（１０３万円以下）

①扶養親族
②同一生計配偶者
③ひとり親の生計一する子

５８万円超１３３万円以下
（123万円超201万5,999円以下）

４８万円超１３３万円以下
（103万円超201万5,999円以下）

④配偶者特別控除の
対象となる配偶者

８５万円以下
（１５０万円以下）

７５万円以下
（１３０万円以下）⑤勤労学生
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令和７年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
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令和７年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の再提出

所得要件の引き上げに伴い、新たに控除対象扶養親族に該当する者が生じた従業員等については、
令和７年分の「扶養控除等（異動）申告書」を再提出してもらう必要があります。
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令和８年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
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令和８年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

≪給与の源泉徴収事務≫扶養控除等申告書等に記載する「源泉控除対象親族」
令和７年分までの扶養控除等申告書等には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、
令和８年分以後の扶養控除等申告書等には、「源泉控除対象親族」（次の①又は②のいずれかに該当する
人）を記載することとされ、これに伴い扶養控除等申告書の様式が変わっていますので、ご注意ください。

【源泉控除対象親族】
① 控除対象扶養親族
② 所得者と生計を一にする親族（里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及
び白色事業専従者給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）のうち年齢19歳以上23歳未満
で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

なお、年末調整において、特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書等の「源泉控除
対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があ
ります。

（注）合計所得金額が 100万円超 123万円以下の特定親族については、各月（日）の源泉徴収税額の計算
では考慮されませんが、年末調整において特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出することにより、
特定親族特別控除の適用を受けることができます。
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令和８年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

出典：令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ

＜源泉控除対象親族＞
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令和８年分 簡易な扶養控除等申告書
毎年、年初の給与等を支給する前に、従業員等から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書」ですが、従業員等の親族（B欄）に記載が必要となる情報について、令和７年分の様
式までは「控除対象扶養親族」となっていましたが、令和8年分の様式からは「源泉控除対象親
族」を記載することとなります。
なお、令和７年分では「控除対象扶養親族」に該当していた親族が、令和８年分では「源泉控除
対象親族」に該当する場合でも、前年から異動がないとして、令和５年度改正で創設された「簡
易な扶養控除等申告書」（簡易な申告書）の提出が可能となるケースがあります。

前年の扶養控除等申告書に記載された事項から“異動あり”の場合は、本年の同申告書において
も必要事項を全て記載します。前年から“異動なし”の場合は、「簡易な申告書」として、その
記載を省略し「異動がない」旨等のみを記載できます（所法194 ②）。

記載事項前年の扶養控除等申告書
本来の申告書 必要事項の全てを記載異動あり（チェック欄の変動を含む）
簡易な申告書 「異動がない」旨のみ記載異動なし
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令和８年分 給与所得者の基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、
特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書



21

令和８年分 給与所得者の基礎控除申告書

「給与所得控除」の最低保証額が引き上げ

「基礎控除の額」が「合計所得金額」に応じて変動
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令和８年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

「配偶者控除」「配偶者特別控除」の給与収入の変更

「給与所得控除」の最低保証額が引き上げ
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令和８年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書
「特定親族特別控除」の適用を受ける場合、「特定親族特別控除申告書」の記載が必要

19歳以上23歳未満の生計一親族等で給与収入が123万円以下であれば「特定扶養控除」
63万円が適用されます。また、給与収入が123万円超188万円以下であれば「特定親族特別控

除」の適用されます。特定親族が国外居住親族の場合、扶養控除等申告書提出時や年末調整
時に一定の書類を提出しなければならなりません（所法195の3 ②等）。通常、扶養控除等

申告書提出時においては「親族関係書類」を、年末調整時においては「送金関係書類」を提
出します（所令318の4 、国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q＆A（源泉所得税関係）
（令和7年6月改訂）」Q2等）。
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令和７年分 給与所得に対する源泉徴収簿
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基礎控除等の引き上げと上乗せ措置の創設（拡充および新設）

令和8年1月1日からの改正令和7年12月1日からの改正
⑴「源泉徴収税額表」が改正されました。
なお、基礎控除額 58 万円に、 37 万円、 30 万円、 10 万
円又は５万円が加算される特例については、令和８年
分以後の「源泉徴収税額表」には織り込まれておらず、
これらの特例については、年末調整又は確定申告の際に
適用を受けることになります。

⑵公的年金等に係る源泉徴収税額の計算
における控除額が改正されました。

⑶各月（日）の給与及び公的年金等の源
泉徴収の際に特定親族特別控除が適用さ
れることとされました(扶養控除等申告書
等及び扶養親族等申告書の記載事項が
「控除対象扶養親族」から「源泉控除対
象親族」に変更されました。)。

⑴合計所得金額に応じて基礎控除額が改
正されました。

⑵給与所得控除について、55万円の最低
保障額が65万円に引き上げられました。
この改正に伴い、令和７年分以後の「年
末調整等のための給与所得控除後の給与
等の金額の表」が改正されました。

⑶居住者が特定親族を有する場合には、
その居住者の総所得金額等から、その特
定親族１人につき、その特定親族の合計
所得金額に応じて最大63万円を控除する
特定親族特別控除が創設されました。

⑷扶養控除等の対象となる扶養親族等の
所得要件が10万円引上げられました。
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エンジェル税制（拡充）〜再投資期間延長〜
＜趣旨＞

・エンジェル税制は、令和５年度改正で、株式譲渡益を元手とした創業間もないスタート
アップへの再投資等に対する非課税措置を創設したが、株式譲渡益の発生年に投資を行
う必要がある等の課題があった。

・スタートアップに対する個人からの資金供給を促す観点から、株式譲渡益が発生した年
内にスタートアップへの投資を行う必要がある再投資期間の要件について、株式譲渡益

が発生した年分の確定申告時の手続き等を前提に、株式譲渡益が発生した翌年末（最大２
年間）まで延長する。

出典：経済産業省「令和７年税制改正概要」



27

エンジェル税制（拡充）〜再投資期間延長〜

出典：経済産業省「令和７年税制改正概要」
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エンジェル税制（拡充）〜繰戻還付〜
１ 制度の趣旨

エンジェル税制の拡充として、特定株式の取得による控除が当年に使い切れな
かった場合に、その未済額について前年度の譲渡所得課税に遡って所得税の還付
を請求可能とする新制度です。

２ 還付請求の内容（措法37の13③④）
【対象者】

特定株式（エンジェル税制対象）を払込で取得した居住者等（一定の同族会社
を除く）

【請求額の算定方法】
イ：前年分の「一般株式等」および「上場株式等」に係る譲渡所得等に対応す

る所得税額
ロ：イの譲渡所得等から当年の「特定株式控除未済額」を控除して計算した場

合の所得税額
イ －ロ が還付請求可能額（ただし、イの金額が上限）

３ 「特定株式控除未済額」とは（措令25の12⑦）
当年分の「一般株式等」および「上場株式等」に係る譲渡所得等の金額の合
計額が、特定株式取得額に満たない場合における満たない金額のうち一定の
金額
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エンジェル税制（拡充）〜繰戻還付〜
４ 還付請求のための手続き
① 見込み取得に関する書類提出（措法37の13⑤）

・前年分の申告書に、翌年に特定株式を取得予定である旨を記載した書類を添
付

・書類内容には取得予定株式、発行会社名、取得金額・年月日等の詳細記載が
必要

② 還付請求書の提出（措法37の13⑩）
・氏名・住所・個人番号等に加え、還付請求額やその計算根拠、未済額の明細
を記載明細書・取得証明書類などを添付する

５ 施行期日
令和8年1月1日以降取得分から適用する。
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ＮＩＳＡ制度（拡充）〜利便性向上等〜

＜適用時期＞
本改正は令和7年４月１日より適用します。出典：金融庁「令和７年税制改正資料」
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ＮＩＳＡ制度（拡充）特定累積投資勘定で取り扱えるETFの範囲拡大

＜施行期日＞
本改正は令和7年４月１日より適用します。 出典：金融庁「令和７年税制改正資料」
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住宅ローン控除の借入限度額および床面積要件の維持（拡充）

＜趣旨＞
令和6年度税制改正における住宅ローン控除の趣旨は、少子化対策と若年

層の住宅取得支援を目的とし、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して税制上
の優遇措置を講じる点にあります。具体的には、一定の条件を満たす世帯
に対して借入限度額を上乗せし、控除の適用範囲を拡大することで、住宅
取得時の経済的負担を軽減し、結婚・出産・子育てを後押しすることを狙
いとしています。令和7年においても継続適用となりました。

出典：改正税法のすべ
て
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住宅ローン控除の借入限度額および床面積要件の維持（拡充）

（措法41⑬）

（措法41㉑、
41の2②二）
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住宅ローン控除の残高証明書等の添付不要
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特例対象個人の子育て対応リフォームに係る税額控除（延長）

特例対象個人が、その所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等をし
て、その居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31 日までの間に自己の居住の
用に供した場合（その子育て対応改修工事等の日から6月以内に自己の居住の用に
供した場合に限ります。）には、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に自己

の居住の用に供した場合と同様に、その特例対象個人のその居住の用に供した年
分の所得税の額から、子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額
（補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額とし、
250万円を限度とします。）の10％に相当する金額を控除することとされました
（措法41の19の3⑦）。

適用期限：令和7年12月31日

⑴特例対象個人：19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

⑵子育て対応改修工事：①住宅内における子どもの事故を防止するための工事、②対面式キッ
チンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・
界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事（一定のものに限る。）
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特定の基準所得金額の課税の特例（新設）

＜趣旨＞
合計所得金額が1億円を超えるような高所得者層では、分離課税の仕組みにより、総合課税における高い

累進税率よりも低い税率が適用される金融所得等の全体に占める割合が高いこと等の要因により、所得税
負担率が低下する、いわゆる「一億円の壁」と呼ばれる問題については、これまでにも与党税制調査会や
政府税制調査会等でも議論が行われていたところです。

出典：改正税法のすべて



37

特定の基準所得金額の課税の特例（新設）

＜改正概要＞（措法41の19）
次の②の税額が①の税額を上回る場合には、その差額が追加課税されます。
① 基準所得税額
②（基準所得金額－ 3.3億円）× 22.5％

基準所得金額とは、源泉徴収ありの特定口座内で上場株式の配当（配当所得）や譲渡所得が生じた
場合でも、確定申告が不要となる申告不要制度を適用せずに計算された合計所得金額を指します。
なお、預貯金の利子など源泉分離課税の対象となる所得や、NISA制度により非課税とされる金額は
含まれません。
また、基準所得税額とは、その基準所得金額に対する所得税額を意味します。
例えば、所得が土地の長期譲渡所得10億円のみの場合、改正前の所得税は「10億円× 15％＝ 1億
5,000万円」でした。一方、改正後は、「（10億円－ 3億3,000万円）× 22.5％＝ 1億5,075万円 」
となります。（※なお、本例では所得控除及び復興特別所得税は考慮しておりません。）

出典：改正税法のすべて

＜施行期日＞
本改正は令和7年1月１日より適用します。



住宅ローン控除
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留意点内 容区分
生計を一にする親族等からの取得や
贈与による取得を除く

一定の要件を満たす住宅の新築もしく
は取得又は増改築（以下「取得等」と
いう。）

取得
等

その者が死亡した日の属する年又は
家屋が災害により居住することがで
きなくなった日の属する年にあって
は、これらの日まで引き続き居住

取得等してから６月以内に居住し、か
つ、この控除を受ける年の１２月３１
日まで引く続き居住していること

居住
要件

・年末に残高があること
・銀行、住宅金融支援機構、信用金
庫、信用組合、農協、各種公務員共
済組合、地方公共団体、勤務先（年
利０．２％以上）などの借入金

金融機関等からの償還期間１０年以上
の借入金で取得等していること

借入
要件

１．適用要件（措法41）

住宅借入金等の所得税の特別控除



40

住宅借入金等の所得税の特別控除
留意点内 容区分

・給与所得のみの方は年収２１９５
万円（特別障害者又は２３歳未満の
扶養親族がある場合には２２１０万
円）以下
・継続要件はなく、控除を受ける年
分で判定

住宅ローン控除を受けようとする年の合
計所得金額が２０００万円以下
（新築等で令和５年12月31日までに建
築確認を受けた場合、または、新築等の
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ
基準適合住宅で令和７年年末までに建築
確認を受けた場合、床面積が40㎡以上
50㎡未満であれば、1,000万円以下）

所得
要件

相続空き家の3,000万円控除や居住
用財産の譲渡損失の損益通算及び繰
越控除との併用は可能

①居住した年及び前2年間において居住
用財産の3,000万円控除、軽減税率、買
換えなどの特例を受けていないこと。
②居住した年の翌年以後3年以内に居住
した住宅及び敷地以外の資産の譲渡につ
いて居住用財産の3,000万円控除、軽減
税率、買換えなどの特例を受けていない
こと。

重複
適用

住宅借入金等の所得税の特別控除
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2．特例対象の家屋等の要件

留意点内 容区分

登記簿面積で判定
（店舗併用住宅・共有の場合には
建物全体の面積で判断）

５０㎡以上
（新築等で令和５年12月31日までに
建築確認を受けた場合、または、新
築等の認定住宅、ZEH水準省エネ住
宅、省エネ基準適合住宅で令和７年
年末までに建築確認を受けた場合で、
かつ、合計所得金額が1,000万円以
下の場合には、40㎡以上）

床面積

・居住用部分のみが住宅ローン控
除の対象２分の１以上が居住用居住割合

住宅借入金等の所得税の特別控除
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留意点内 容区分

登記簿・固定資産
税台帳などで判定

次のいずれかに該当すること
①みなし耐震基準：昭和57年以降に建築された
ものであること
②取得時耐震基準：昭和56年以前に建築された
中古住宅を取得した場合において、取得日前に
売主より交付を受ける家屋の取得前２年以内に
発行された新耐震基準に適合する証明書がある
こと
③居住時耐震基準：昭和56年以前に建築された
中古住宅を取得した場合において、取得時まで
に耐震改修工事の申請等を行い、居住時（取得
後６ヶ月以内に限る）までに新耐震基準に適合
する証明書が発行されていること

耐震
基準

住宅借入金等の所得税の特別控除

（注）新耐震基準に適合する証明書
①耐震基準適合証明書
②耐震等級が１〜３と評価された住宅性能評価書の写し
③既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書



43

３．特例対象の増改築の要件
留意点内 容区 分

登記簿面積で判定
（店舗併用住宅・共有の場合
には建物全体の面積で判断）

５０㎡以上床 面積

・居住用部分のみが住宅ロー
ン控除の対象２分の１以上が居住用居住割合

増改築の工事費用の額（補助金等を控除し
た金額）が１００万円を超えるもの工事費用

自己が所有し、かつ、自己の
居住の用に供する家屋（その
増改築等の日から6ヶ月以内に
居住の用に供した場合に限
る）について行う増改築等で、
「増改築等工事証明書」によ
り証明されたものであること。
左記①については「建築確認
済書」または「検査済証」の
写しでも可

次のいずれかの工事に該当するものである
こと。
➀増築、改築、大規模な修繕又は大規模の
模様替の工事
②マンションの区分所有部分の床・階段・
間仕切り壁（遮音性・断熱性工事に限る）
の過半について行う修繕・模様替の工事
③居室・調理室・浴室・便所等の床又は壁
の全部について行う修繕・模様替の工事
④一定の耐震改修工事
⑤一定のバリアフリー工事
⑥一定の省エネ改修工事

工事内容

住宅借入金等の所得税の特別控除
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住宅借入金等の所得税の特別控除
４ .床面積4 0㎡以上の5 0㎡未満の適用要件
床面積40㎡以上50㎡未満の家屋に住宅ローン控除が適用できる場合とは、
次の要件に該当するときです。

令和6・7年令和4・5年令和3年

次のいずれかに該当すること
①新築または建築後使用されたこと
のない家屋で令和5年年末までに建
築確認を受けたもの

②新築または建築後使用されたこと
のない認定住宅、ZEH水準省エネ住
宅、省エネ基準適合住宅で令和7年
年末までに建築確認を受けたもの
確認済証または検査済証の提出が必要
（買取再販物件及び中古住宅は対象外）

新築または建築後使用されたこと
のない家屋で令和5年年末までに建
築確認を受けたもの

確認済証または検査済証の提出が必要
（買取再販物件及び中古住宅は対象外）

消費税
10％
の課税

対
象
家
屋

1,000万円以下1,000万円以下1,000万円
以下

合
計
所
得
金
額
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Ｑ 控除対象借入限度額、控除期間及び控除率は？

住宅借入金等の所得税の特別控除
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住宅借入金等の所得税の特別控除
※１ 買取再販とは、次の要件のすべてを満たすものをいいます。

内 容区 分
50㎡以上床面積
個人の居住の用用途
➀ 昭和57年1月1日以降に建築されたもの
② ➀に該当しない場合で、耐震基準適合証明書（家屋取得時
に発行後2年以内のもの）、住宅性能評価書の写し（家屋取得
時に発行後２年以内のもので、耐震等級が１〜３のもの）、既
存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書（家屋取得
時に締結後２年以内のもの）

耐震基準

宅地建物取引主任者から取得売主
取得後リフォーム再販までの期間が２年以内であるもの再販期間
取得時に新築時から10年を経過した家屋であること築年数

■住宅の要件
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住宅借入金等の所得税の特別控除
■工事の要件

内 容区 分
建物価格に占めるリフォーム工事（1号〜7号の工事）の総額
の割合が20％（リフォーム工事の総額が300万円を超える場合
には300万円）以上

工事費用

次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
➀ １号から6号工事で費用総額が100万円を超える
② 50万円超の４号から6号工事のいずれかに該当
③ 50万円超の7号工事を行い、給水管、排水管又は雨水の
浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担
保責任保険に加入すること

※工事の内容は、「増改築等工事証明書」で確認できます。

工事内容
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住宅借入金等の所得税の特別控除
※２ 認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいう。

※３ ZEH（ゼッチ）水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネ
ルギー消費量等級6以上の住宅（「住宅省エネルギー性能証明書」で確認
できます。）

※４ 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級４以上、かつ一次エネルギー消費
量等級4以上の住宅（「住宅省エネルギー性能証明書」で確認できます。）

※５ 子育て世帯・若者夫婦世帯の対象となる個人は、「夫婦のいずれかが39歳以
下」又は「18歳以下の扶養親族を有する者」です。
年齢の判定は、入居年の12月31日で行います。

※６ 次の区分に応じた借入限度額を適用します。

※７ 認定住宅等とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅をいう。

借入限度額区 分
2,000万円買 取 再 販

その他の住宅
2,000万円➀令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの

新築 2,000万円②登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のもの
0万円（適用なし）③上記➀、②以外
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住宅借入金等の所得税の特別控除（増改築等工事証明書）
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住宅借入金等の所得税の特別控除（増改築等工事証明書）
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住宅借入金等の所得税の特別控除（増改築等工事証明書）
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住宅借入金等の所得税の特別控除（住宅省エネ性能証明書）

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅

ZEH水準省エネ住宅
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Ｑ 住宅ローン税額控除額はどのように計算しますか。

所得税から控除する住宅ローン税額控除額は次の算式で計算します。

① 家屋等の取得対価（付随費用を含まない）×持分割合
（住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた金額及び補助金は取得対価

から控除する）
② 年末借入金残高
③ 借入金限度額
④ ①～③のうち最小額
⑤ ④×居住供用割合(注）×０．７％＝住宅ローン控除額（100円未満切捨）

（１）所得税からの控除額

住宅借入金等の所得税の特別控除

（注）居住供用割合が90％以上である場合には、100％とする。

（２）住民税からの控除額

所得税の控除不足額は、翌年度分の住民税から、次の算式で計算した金額を控
除することができます（手続きは不要、年末調整で住宅ローン控除を適用した場
合の控除不足額は源泉徴収票に記載れるます。）。

控除限度額＝所得税の課税所得金額等×５％（最高９７，５００円）
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土地の
借入金

建物の
借入金区 分

○○一括取得
○○３月以内の契約締結建築条件付住宅分譲で

（建築)請負契約の締結

土
地
先
行
取
得

×○３月超の契約締結

○○２年以内に家屋を建設土地の上に住宅ローンで
家屋を建設 ×○２年超に家屋を建設

○○家屋の着工後に借入金を受領住宅金融支援機構等から
の借入金 ×○家屋の着工前に借入金を受領

○○新築前に借入金を受領地方公共団体等からの借
入金のうち建築条件が付
されているもの ×○新築後に借入金を受領

住宅借入金等の所得税の特別控除



居住用財産の譲渡の実務上の留意点
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Q 居住用財産の譲渡に対する特例

自己が居住する財産を譲渡をした場合の譲渡所得の特例について、教えてくださ
い。

A 居住用財産を譲渡した場合には、新規に居住用財産を取得しなければならな
いため、その譲渡代金について、自由に処分することはできません。したがって、
居住用財産の譲渡による所得は担税力がないため、課税を緩和する様々な特例
が用意されています。
譲渡益に対する特例としては、①3,000万円特別控除（措法35②）、②特定の居

住用財産の買換え（措法36の２）、③軽減税率（措法31の３）があります。これらの
特例は、原則的には１つ譲渡につき１つしか適用できませんが、①と③の重複適
用だけは認められています。

居住用財産の譲渡の留意点
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譲渡損に対する特例としては、①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例（措法41の5）②特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の特例（措法41の5の2）があります。

居住用財産の譲渡の留意点

居住用財産
の譲渡

譲渡損に対する特例

居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
の特例
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Q 居住用財産の範囲
居住用財産とはどのような資産か教えてください。

A 居住用財産の譲渡については各種特例が設けられていますが、税法上の
居住用財産とは次のような範囲になります。（措通31の3−2）
その者が生活の拠点として利用している家屋（一時的な利用を目的とする家
屋を除く。）をいい、これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等（社
会通念に照らしその者と同居することが通常であると認められる配偶者その
他の者をいう。以下この項において同じ。）の日常生活の状況、その家屋へ
の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判
定する。

居住用財産の譲渡の留意点

判断基準定義
その者及び配偶者等（社会通念に照らしその者と同居
することが通常であると認められる配偶者その他の者
をいう。以下この項において同じ。）の日常生活の状
況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備
の状況その他の事情を総合勘案して判定する。

その者が生活の拠
点として利用して
いる家屋（一時的
な利用を目的とす
る家屋を除く。）
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この場合、この判定に当たっては、次の点に留意する。
（1）転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居して
いる場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共に
することとなると認められるときは、当該配偶者等が居住の用に供している
家屋は、その者にとっても、その居住の用に供している家屋に該当する。

（注） これにより、その者が、その居住の用に供している家屋を２以上所
有することとなる場合には、その者が主としてその居住の用に供していると
認められる一の家屋のみが、特例の対象となる家屋に該当することに留意す
る。

（2）次に掲げるような家屋は、その居住の用に供している家屋には該当し
ない。
イ 特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋、その
居住の用に供するための家屋の新築期間中だけの仮住いである家屋その他一
時的な目的で入居したと認められる家屋
（注） 譲渡した家屋に居住していた期間が短期間であっても、当該家屋へ
の入居目的が一時的なものでない場合には、当該家屋は上記に掲げる家屋に
は該当しない。
ロ 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋

居住用財産の譲渡の留意点
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Q 居住用財産の譲渡の意義
生活の拠点である居住用財産の譲渡をした場合において、居住用財産の特例
が認められる譲渡の形態は全部で5種類に限定されていると聞きました。ど
のような形態でしょうか。

A 居住用財産の譲渡の特例対象となる譲渡は、次の5つをいいます。
① 現に居住の用に供している家屋の譲渡
② 現に居住の用に供している家屋と共に譲渡する敷地等の譲渡
③ 居住の用に供さなくなった家屋の譲渡
④ 居住の用に供さなくなった家屋と共に譲渡する敷地等の譲渡
⑤ 災害により滅失した家屋の敷地等の譲渡

※上記③から⑤の譲渡については、居住の用に供さなくなった日又は災害が
あった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限る。

居住用財産の譲渡の留意点
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①

②

③

④

⑤

敷 地

敷 地

敷 地

全て居住用家屋の譲渡が中心であり、居住の用に供していないものは、
居住の用に供さなくなった日から3年目の年末までの譲渡が要求されて
います。

居住の用に供さなくなった日
または災害のあった日から3年
を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡するものに
限られます。

用途は問わないため、途中で他
人に貸していた場合でもOK。

居住用財産の譲渡の留意点
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Q 庭先譲渡
隣地の方に依頼され庭の一部を譲渡することになりました。居住用財産の譲
渡ですので、3,000万円控除の適用を受けることができるでしょうか。

A 特例対象となる居住用財産の譲渡は、家屋が災害により滅失したときに
行う敷地単独の譲渡以外は認めていません。したがって、庭先の譲渡は居住
用財産の譲渡の特例対象外となります。

居住用

譲渡 敷地の単独譲渡であり、特例対象外

居住用財産の譲渡の留意点

62



Q 家屋の一部譲渡
居住の用に供している家屋を区分して、所有権の目的としてその一部を譲渡
した場合には、居住用財産の譲渡の特例は適用できますか。

A 譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用の家屋と認めら
れない場合に限り、居住用家屋の一部の譲渡は、居住用財産の譲渡の特例が
適用されます。（措通３１の３−１０）

譲渡

譲渡

残った部分が機能的に
みて独立した居住用家
屋と認められない。

居住用財産の譲渡の留意点
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Q 居住用家屋の敷地の一部の譲渡
居住の用に供している家屋とその敷地の一部を譲渡した場合には、居住用財
産の譲渡の特例は適用できますか。

A 居住の用に供している家屋（居住の用に供されなくなったものを含
む。）の譲渡と同時に行われた敷地の一部譲渡については、居住用財産の譲
渡に該当しますが、家屋の譲渡と同時に行われたものでないときは、居住用
財産の譲渡に該当しません。災害により滅失した家屋の敷地の一部譲渡は全
て居住用財産の譲渡に該当します。（措通３１の３−１８）

譲渡

居住用財産の譲渡の留意点

一部譲渡

居住用財産の譲渡に該当

災害で滅失

一部譲渡

居住用財産の譲渡に該当
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Q 古屋を取壊後、更地の譲渡
家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合
には、居住用財産の特例が適用できるでしょうか。

A 譲渡した土地等が次に掲げる要件の全てを満たすときは、居住用財産に
該当するものとして取り扱うことができます。ただし、土地等のみの譲渡で
あっても、その家屋を引き家して土地等を譲渡する場合には、居住用財産の
譲渡に該当しません。なお、所有期間は家屋が取り壊された日の属する年の
1月1日において判定します。
(措通31の５-５、35-２）
① 土地等の譲渡に関する契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結さ

れること。
② 家屋をその居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する

年の12月31日までに譲渡したものであること。
③ 土地等は、家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸

付けその他の用に供していないものであること。

居住用財産の譲渡の留意点
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取り壊し

他の用途に使用しない

1年以内の譲渡契約の締結

居住用財産の譲渡の留意点

土地単独
の譲渡

任意除却

災害

①取り壊し日から１年以内の譲渡契約の締結
②居住の用に供さなくなった日から３年目の年末
までの譲渡
③取り壊し日から譲渡契約締結日まで貸付けその
他の用に供していないこと

居住の用に供さなくなった日から３年目の年末まで
の譲渡（用途制限なし）
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都市計画税固定資産税意義区分

評価額×1/3評価額×1/6住宅用地のうち住宅1戸につ
き200㎡までの土地小規模住宅用地

評価額×2/3評価額×1/3
住宅用地のうち住宅1戸につ
き200m²を超え、住宅の床面
積の10倍までの土地

一般の住宅用地

住宅用地とは、専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供
されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地など
が該当します。

居住用財産の譲渡の留意点
＜注意点＞
① 固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する特例
住宅用地については、税負担の軽減のため固定資産税評価額に次表の区分に
応じ、それぞれの割合を乗じて課税標準額を計算します。1月1日の状況で住
宅用地に該当すれば、年の中途で住宅の敷地でなくなった場合でも、この特
例が適用されます。また、土地の所有者と住宅の所有者が異なる場合や賃貸
住宅の敷地などでも特例が適用されます。
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令和6年

いずれかの譲渡に特例の適用

② 分筆して譲渡する場合
敷地を分筆して譲渡する場合には、同一年中に譲渡をしないと全部について
居住用財産の特例が適用できなくなります。複数年で譲渡を行った場合には、
いずれかの１つの年で居住用財産の譲渡の特例を適用することになります。

令和7年
一方の引渡があった年で、もう一方を
契約すれば、同一年で申告が可能

居住用財産の譲渡の留意点

取り壊し

取壊し

×

1月1日

賦課期日 6倍の固定資産税の課税取壊
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Q 家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合
妻所有の土地の上に、夫名義の居住用の家屋が建っています。居住用財産の3,000万円
控除の特例は適用できるでしょうか。
A 夫は家屋の譲渡であり3,000万円特別控除を受けられますが、妻は敷地単独の譲渡で
あり3,000万円特別控除を受けられません。
但し、次の3つの条件を全て満たせば、夫の3,000万円特別控除の控除不足額を妻の譲渡
益から控除できます。（措通35ｰ４）
① 家屋とともに土地等が譲渡されること。
② 家屋所有者と土地所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
③ 家屋所有者と土地所有者が、共にその家屋に居住していること。
※住まなくなってから３年目の年末までの譲渡の場合には、上記②は住まなくなってか
ら譲渡までの現況で判定し、上記③は住まなくなった直前で判定します。
※家屋の所有者が2人以上ある場合には、家屋の譲渡に係る満たない金額の合計額の範
囲内で、土地等の所有者についてこの取扱い（3000万円限度）を適用します。
※この取扱いにより、居住用家屋の所有者以外の者が敷地の譲渡につき3000万円控除
場合には、家屋の所有者に係る譲渡について損益通算等の特例の適用を受けることはで
きません。

夫所有

妻所有 家屋の所有者と同居親族

居住用財産の譲渡の留意点

同一の特例
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Q 贈与税の配偶者控除と居住用財産の譲渡の特例
結婚してから20年以上経過した夫婦間で自宅不動産または自宅不動産を購入
するための金銭を贈与した場合には、110万円の基礎控除の他に配偶者控除
として2,000万円まで控除が認められます。この制度を利用し居住用財産を
共有にした後に譲渡した場合には、譲渡の特例は適用できますか。

A 贈与税の配偶者控除は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、
その後も使用する見込である場合とされ、継続居住要件が付されているため、
贈与後短期間のうちに売却を行った場合には、贈与税の特例が否認される可
能性があります。（相法21の6①）。

夫

夫

妻

妻

3,000万円控除 3,000万円控除

居住用財産の譲渡の留意点
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Q 居住用家屋を共有とするための譲渡
居住用財産を共有にするための譲渡又は共有持分の一部を譲渡した場合には、
居住用財産の特例の適用はあるでしょうか。

A その居住の用に供している家屋（当該家屋でその居住の用に供されなく
なったものを含む。）を他の者と共有にするため譲渡した場合又は当該家屋
について有する共有持分の一部を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡の特
例の適用はありません。（措通31の３−11）

兄

兄

弟

弟

3,000万円控除
の適用なし

居住用財産の譲渡の留意点
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
実務上の留意点
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Q 居住用財産の譲渡の特例の適用要件と取扱い（譲渡益発生の場合）
居住用財産の譲渡を行い譲渡益が発生した場合の譲渡の特例について、適
用要件及び特例の内容を教えてください。
A 居住用財産の譲渡に関する特例のうち、譲渡益が発生した場合の特例の
適用要件及び特例の内容は、次に掲げるとおりです。

１．居住用財産の３，０００万円特別控除（措法35）

(1)適用要件

(2)特別控除額

① 居住用財産の譲渡であること
② 前年、前々年においてこの特例及び他の居住用財産特例の適用を受けて
いないこと

③ この譲渡について他の居住用特例（軽減税率は除く）の適用を受けてい
ないこと

④ 一定の特別関係者への譲渡ではないこと

特別控除額 ３，０００万円（譲渡益限度）

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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２．軽減税率の特例（措法31の3）

(1)適用要件

(2)取扱い

① 譲渡した年の1月1日において所有期間10年超の居住用財産を譲渡してい
ること

② 前年、前々年においてこの特例の適用を受けていないこと
③ この譲渡について他の居住用特例（３０００万円控除は除く）の適用を受
けていないこと

④ 一定の特別関係者への譲渡でないこと

3,000万円特別控除後の課税譲渡所得が6,000万円以下の場合
課税譲渡所得×14.21%（所得税10.21%、住民税4%）

3,000万円特別控除後の課税譲渡所得が6,000万円超の場合
8,526,000＋（課税譲渡所得－6,000万円）×20.315%（所得税15.315%、住民税
5%）

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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≪所有期間10年超の居住用財産の譲渡≫

11年

15年

8年

15年

11年

4年 15年

特
例
適
用
あ
り

特
例
適
用
な
し

特
例
適
用
あ
り

敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合（措通31の3-4）
家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡があった
場合において、土地等のうちにその年1月1日における所有期間が10年を超
える部分とその他の部分があるときは、その土地等のうち当該10年を超え
る部分のみ特例の対象となります。

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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３．特定の居住用財産の買換え特例（措法36の2）

(1)適用要件

① 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超の居住用財産を譲渡して
いること

② 居住用財産を10年以上居住の用に供していること
③ 譲渡価額が1億円以下であること
④ 譲渡年の前年から翌年（翌年取得の場合には税務署長の承認が必要）まで
の期間内に一定の買換資産を取得し、譲渡年の翌年年末（翌年中取得の場
合には、取得年の翌年年末）までに居住すること

⑤ 前年、前々年において他の居住用特例の適用を受けていないこと
⑥ この譲渡について他の特例の適用を受けていないこと
⑦ 一定の特別関係者への譲渡でないこと

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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(2)買換資産の範囲
要 件区 分

譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日まで取得期間
買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日（譲渡年
の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日）居住期間

家屋の床面積50㎡以上（登記簿面積）、土地の面積500㎡以下面積
中古住宅の場合には、次のいずれかに該当するもの
①築後25年以内のもの
②新耐震基準に適合していることが証明されたもの
③既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの

中古住宅

新築住宅の場合には、次のいずれかに該当するもの
⑴令和5年12月31日以前に建築確認を受けたもの
⑵令和6年6月30日以前に建築されたもの
⑶上記⑴⑵以外で断熱等性能等級４以上及び一次エネルギー
消費量等級4以上に該当するもの（認定長期優良住宅、認定低
炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅）

新築住宅

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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買換資産に付すべき取得価額譲渡所得の金額の計算

買換資産に付すべき取得価額（Ｘ）
買換代金

＝（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×
譲渡代金

譲渡所得の金額＝Ａ−Ｂ

Ａ＝譲渡代金−買換代金
Ａ

Ｂ＝（取得費＋譲渡費用）×
譲渡代金

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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(3)取扱い
① 譲渡代金≦買換代金の場合 譲渡益課税を繰り延べます
② 譲渡代金＞買換代金の場合 買換代金に充てた部分の譲渡益

課税を繰り延べます



（４）買換え特例の計算方法
①譲渡代金≦買換資産の場合 ∴譲渡課税なし

１００

譲渡代金

４０

取得費・
譲渡費用

１００

買換代金

＜買換資産に付すべき取得価額＞

１００
４０× ＝４０

１００

実際の取得価額は１００ですが、税務上の取得価額
は４０となります。
土地建物の取得価額の比で按分し、土地建物それぞ
れの税務上の取得価額を計算します。

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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譲渡あり
Ａ-Ｂ

②譲渡代金＞買換資産の場合 ∴譲渡課税あり

１００

譲渡代金

４０

取得費・
譲渡費用

７０

買換代金

Ａ Ｂ

Ｘ

＜譲渡所得の金額の計算＞

①１００−７０ ＝３０（Ａ）
３０

②４０× ＝１２（Ｂ）
１００

③ ①−②＝２８

＜買換資産に付すべき取得価額＞

７０
４０× ＝２８（Ｘ）

１００

実際の取得価額は７０ですが、税務上の取得
価額は２８となります。
土地建物の取得価額の比で按分し、土地建物
のそれぞれの税務上の取得価額を計算します。

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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Q 対価要件の1億円の判定
「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」
について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1億円の判定方法について教え
てください。

A 譲渡価額要件の1億円は、いわゆる分割譲渡によりその要件を満たして
本特例の適用を受けるといった回避措置を防ぐために、次のように金額の判
定を行うことになります。（措法36の2 ③④，措令24の2⑨）

(1) 譲渡資産と一体として居住の用に供されていた土地等を売却した場合
個人が買換え特例を受ける居住用財産と一体として利用していた資産を、

別途分割して譲渡している場合における１憶円以下であるかどうかの判定は、
特例を受ける年の前々年から翌々年までの５年間に分割して譲渡（収用交換
等による譲渡を除く。）した部分も含めて判定を行います。

たとえば：令和5年に母屋部分を6,000万円で譲渡令和7年にその隣地（同一
敷地として利用）を5,000万円で譲渡した場合には、合計1億1,000万円とな
るため、買換え特例の「１億円以下」の要件を満たさないとされます。この
場合、売却の日から４月以内に修正申告をする必要があります。

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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(2) 譲渡資産と一体として居住の用に供されていた土地等を贈与した場合
個人が買換え特例を受ける居住用財産と一体として利用していた資産を、

特例を受ける年の前々年から翌々年までの５年間に贈与または低額譲渡が
あるときは、上記(1)の譲渡対価要件の判定については、その贈与の時にお
ける価額に相当する金額をもって譲渡に係る対価の額とすることとされま
す。

翌々年翌年譲渡年前年前々年

一部の譲渡等があった場合には、その対価等との合計額で
1億円以下かどうか判定

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）
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Q 一定の特別関係者の範囲
居住用財産の譲渡の特例の適用除外となっている一定の特別関係者とは、
どのような方でしょうか。

A 次に掲げるものに対する譲渡は居住用財産の特例の対象とはなりません。
(1) 生計一親族等に対するもの (2) 同族会社に対するもの

≪具体例≫ 父が居住用財産を所有
譲渡先を次のものとした場合

母と長男は生計一 → ×
長女は生計別で直系血族 → ×
長女の夫は生計別で直系血族でない → ○
ただし、義父母と同居予定 → ×

居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）

親
族

生計別

生計一

配偶者・直系血族

同居予定
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡益）

買換え特例軽減税率３０００万円控除

居住用財産の譲渡譲渡形態

１０年超１０年超−所有期間

１０年以上−−居住期間

1億円以下−−対価要件

必要−−買換資産

①連年適用除外 ②特殊関係者への譲渡適用除外

適用要件のまとめ
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
の実務上の留意点
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
Ｑ 居住用財産の譲渡の特例の適用要件と取扱い（譲渡損発生の場合）
居住用財産の譲渡を行い譲渡損が発生した場合の譲渡の特例について、適用
要件及び特例の内容を教えてください。
Ａ 居住用財産の譲渡に関する特例のうち、譲渡損が発生した場合の特例
の適用要件及び特例の内容は、次に掲げるとおりです。

１．居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除の概要
不動産の売却により発生する譲渡損失は、不動産の譲渡益と譲渡損の内部通
算はできますが、原則として他の所得との損益通算が認められません。
ただし、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損のうち、一定の金額は損

益通算をすることができ、損益通算しきれなかった損失について、損失発生
年の翌年以後３年間の繰越控除ができます。
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）

(1)適用要件

①譲渡年の１月１日において所有期間５年超の居住用財産の譲渡であること。
②譲渡損失があること。
③前年、前々年に譲渡益に係る居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
④前年以前３年以内の年において譲渡損に係る居住用財産の譲渡の特例を受けていない
こと。
⑤一定の特別関係者への譲渡でないこと。
⑥買換資産（家屋の床面積50㎡以上のものに限る。）を譲渡年の前年から翌年までの
期間内に取得又は取得する見込みで、取得年の翌年年末までに居住すること。
⑦年末において買換資産に係る償還期間10年以上のローン残高があること。
⑧繰越控除を適用する年分の合計所得金額が３０００万円（給与所得のみの場合には年
収が３１９５万円（所得調整控除の適用がある場合には３２１０万円））以下であるこ
と。

(2)取扱い

譲渡損失全額を損益通算し、損益通算しきれない金額（敷地の譲渡損失のうち面積500
㎡を超える部分は繰越控除の対象外）は翌年以後３年間に繰越控除を行うことができ
ます。
※上記適用要件の①～⑦の要件を充足すれば譲渡年の損益通算は適用できます。

２．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
（措法41の5）
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）

(1)適用要件

(2)取扱い

譲渡損失のうち、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を損益通算し、損益通算し
きれない金額は翌年以後３年間に繰越し控除する。
①譲渡した居住用財産の譲渡損失の金額
②上記①の財産に係る借入金残高から譲渡対価の額を控除した残額

３．特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措
法41の5の2）

※上記適用要件の①〜⑥の要件を充足すれば譲渡年の損益通算は適用できます。 88

①譲渡年の１月１日において所有期間５年超の居住用財産の譲渡であること。
②譲渡損失があること。
③前年、前々年に譲渡益がでる場合の居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと。
④前年以前３年以内の年において譲渡損のでる場合の居住用財産の譲渡の特例を受けて
いないこと。
⑤一定の特別関係者への譲渡でないこと。
⑥譲渡契約締結日の前日において譲渡資産に係る償還期間10年以上の住宅ローン残高
があること。
⑦繰越控除を適用する年分の合計所得金額が３０００万円（給与所得のみの場合には年
収が３１９５万円（所得調整控除の適用がある場合には３２１０万円））以下であるこ
と。



居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
(1)譲渡損失の金額が（ローン残高－譲渡価額）を上回る場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取

得

費

等 
 

4,200 

譲渡損失

の 金 額 
  1,800 

譲渡価額 
  2,400 

損益通算
及び繰越
控除可能
譲渡損失

ローン 
残 高 

  

 3,000 

①譲渡損失 1,800
②限度額 3,000－2,400＝600
③①＞② ∴ 600
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
 (2)譲渡損失の金額が（ローンの残高－譲渡価額）を下回る場合 
 
 
 
 
 
 
 
                

取

得

費

等 
 

4,200 

譲渡損失

の 金 額 
  1,800 

譲渡価額 
  2,400 

損益通算
及び繰越
控除可能
譲渡損失
限度額 

ローン 
残 高 

  

 4,500 

①譲渡損失 1,800
②限度額 4,500－2,400＝2,100
③①＜② ∴ 1,800 90



居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
Ｑ 相違点
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と特
定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の相違点を教えてく
ださい。

特定居住用財産の譲渡損失の損益
通算及び繰越控除の特例（措法41
の5の2）

居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控
除の特例（措法41の5）

譲渡年の１月１日において所有期間5年超の居住用財産の譲渡所有期間譲
渡
資
産

必 要
（譲渡契約締結日の前日）不 要住宅借入金等

の残高

不 要
必 要

（床面積５０㎡以上）
買換資産の取

得
買
換
資
産

必 要
（償還期間10年以上）

住宅借入金等
の残高

いずれか少ない金額
①譲渡損失の金額
②借入金残高−譲渡対価

譲渡損失の全額損益通算
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
特定居住用財産の譲渡損失の損
益通算及び繰越控除の特例（措
法41の5の2）

居住用財産の買換え等の場合の譲
渡損失の損益通算及び繰越控除の
特例（措法41の5）

繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額3,000万円（給
与所得のみの場合には年収が3,195万円（所得調整控除の適用がある
場合には3,210万円）以下

所得要件

繰
越
控
除

譲渡損失の金額（住宅借入金等
の残高から譲渡価額を控除した
額が限度）のうち、損益通算し
てもなお控除しきれない金額

譲渡損失の金額のうち、損益通算
してもなお控除しきれない金額
（500㎡を超える敷地に対応する
金額は対象外）

翌年に繰り越
される損失の

金額

不 要
必 要

（繰越控除の適用を受けようとす
る年の12月31日時点）

住宅借入金等
の残高

繰越控除は損失発生年に期限内申告を行い、翌年以後連続して確定
申告の提出が必要となります。申告要件
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居住用財産に係る譲渡所得の特例（譲渡損）
Ｑ 他の規定との関係
譲渡損失が発生した場合に居住用財産の特例と住宅ローン控除や住宅取得資
金の非課税制度との関係を教えてください。
Ａ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と特定居住
用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローン控除や住宅取得資金の
非課税制度と重複適用できます。

譲渡年 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６ｰ１３年目

所得税

住民税

贈与税

ローン控除

損益通算

住宅取得等資
金の非課税

ローン控除

繰越控除

ローン控除

繰越控除

ローン控除

繰越控除

ローン控除 ローン控除

損益通算 繰越控除 繰越控除 繰越控除
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相続空き家の３０００万円控除

94
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＜適用要件＞

相続空き家の３０００万円控除



96

＜取扱い＞

相続人１人当たり譲渡益から3,000万円（譲渡益限度）を控除します。被相続人居住用
家屋等を相続等した相続人の数が3人以上の場合には、1人当たりの特別控除額は2,000
万円（譲渡益限度）となります。

相続空き家の３０００万円控除



97

相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除



99

相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除
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相続空き家の３０００万円控除

家屋の閉鎖謄本、敷地の登記簿謄本
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相続空き家の３０００万円控除



108

相続空き家の３０００万円控除

Q.家屋及び土地の売買契約の中で、「土地の引渡し後建物を取り壊す」という特約を交わしてい
ましたが、この場合本特例の適用を受けることはできますか︖ 
 A.令和５年度税制改正により、令和６年１月1日以降の譲渡については、譲渡の時からその翌年の
２月15日までに家屋を取り壊した場合も、本特例の適用を受けることができることとなりました。
その他の要件も合わせてご確認ください。

Q.売買契約において、譲渡後に本特例の適用を受けるため、買主が家屋を解体することについて、
特約等で定めていません。確認書の発行はできますか︖
A.特約等を締結していない場合も確認書の発行は可能です。しかし、令和5年度税制改正の拡充要
件を満たすためには、譲渡後の買主の協力が不可欠となります。買主の協力を得られなかったこ
とにより本特例を適用できない等のトラブルを防止する観点から、本特例に関する特約等を確認
事項としています。

Q.相続人の数の確認にはどのような書類の提出が必要ですか︖
A.原則、家屋及びその敷地の登記事項証明書を提出いただきますが、相続登記が未了又は換価分
割を行っている場合等では、遺産分割協議書等が必要です。

Q.「相続の開始の直前において、被相続人が家屋を居住の用に供していたこと」等の確認につい
て、実態は本特例の適用要件を満たしているのですが、住民票の記載から確認することができな
い場合は、確認書は交付されないのですか︖
A.住民票の記載により確認できない場合であっても、代替書類、補完書類及び申請者へのヒアリ
ング等で適用要件充足を確認できる場合は、確認書が交付される場合があります。
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Q.老人ホーム等の施設に入所している間「被相続人が家屋を一定使用していた」とは、家屋をど
の程度使用していれば良いのですか︖また、老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に
移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできますか︖
A.被相続人が家屋の一時滞在で使用していたほか、家財道具等の保管場所として使用していた場
合も「一定使用」に該当します。なお、親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は、
この特例を受けることはできません。
Q.家屋及び土地を譲渡した場合、譲渡後に耐震改修工事を実施することなく、家屋について耐震
基準適合証明書が発行できた場合、令和５年度税制改正の拡充要件を用いて特例の適用が可能で
すか︖
A.拡充要件は「譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年２月15日までの間に当該家屋が耐震基準
に適合することとなった場合」であるため、当該期間中に耐震改修工事の実施が必須となります。
上記の場合は拡充要件を満たさないため、拡充要件を用いて特例を受けることはできません。
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１．売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第35条
第３項に定める空き家の譲渡所得の特別控除（以下「特別控除」という。）の適用を受けること
を前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。
２．売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除
却工事（以下「本工事」という。）を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担に
おいて、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。
なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類（以下
「必要書類」という。）を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。
３．前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、
売主が特別控除を受けることができなかった場合、売主は買主に対し、特別控除を受けること
によって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、
買主は責任を負わないものとします。

＜売買契約の特約事項＞（買主が翌年２月１５日までに取り壊しの場合）

出典：国土交通省ＨＰ


